
 

一 

◎
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
健
康
保
険
法
□
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
□
□
第
一
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
百
十
五
条 

療
養
の
給
付
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
一
部
負
担
金
の
額
又
は
療

養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要
し
た

費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療

養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費

と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
□
次
条
第
一
項
に
お

い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□

そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療

養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者

に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療

養
に
必
要
な
費
用
そ
の
他
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影

響
及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
必
要
か
つ
適
切
な
受
診
に
与
え

る
影
響
並
び
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

３ 

前
項
の
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療
養
に
必
要

な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
た
め
□
当
該
者
の
生
活

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
百
十
五
条 

療
養
の
給
付
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
一
部
負
担
金
の
額
又
は
療

養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要
し
た

費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療

養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費

と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
□
次
条
第
一
項
に
お

い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□

そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療

養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者

に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
□
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
及

び
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  

□
新
設
□ 

 



  

二 

の
実
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

４ 
厚
生
労
働
大
臣
は
□
第
二
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
に
つ
い
て
立
案
を

行
う
場
合
に
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
そ
の
他

関
係
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
□ 

  

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
百
十
五
条
の
二 

一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支

給
さ
れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得

た
額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ

ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に

あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護

予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除

し
て
得
た
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
一
部
負
担

金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問

看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受

け
た
者
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

  

□
準
用
□ 

 

□
新
設
□ 

    

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
百
十
五
条
の
二 

一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支

給
さ
れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得

た
額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ

ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に

あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護

予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除

し
て
得
た
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
一
部
負
担

金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問

看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受

け
た
者
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 
前
条
第
二
項
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用

す
る
□ 

  

□
準
用
□ 



 

三 

第
百
四
十
九
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
□
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

□
略
□ 

□
略
□ 

第
百
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で 

  

□
略
□ 

高
額
療
養
費
及
び

高
額
介
護
合
算
療

養
費
の
支
給 

□
略
□ 

 
 

 

第
百
四
十
九
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
□
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

□
略
□ 

□
略
□ 

第
百
十
五
条
第
二
項 

  

□
略
□ 

高
額
療
養
費
及
び

高
額
介
護
合
算
療

養
費
の
支
給 

□
略
□ 

 
 

 

 
 

 
 



  

四 

○
船
員
保
険
法
□
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
□
□
第
二
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
八
十
三
条 

療
養
の
給
付
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
一
部
負
担
金
の
額
又
は
療

養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
に

要
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養

費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
□
次
条
第
一

項
に
お
い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と

き
は
□
そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問

看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受

け
た
者
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療

養
に
必
要
な
費
用
そ
の
他
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影

響
及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
必
要
か
つ
適
切
な
受
診
に
与
え

る
影
響
並
び
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

３ 

前
項
の
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療
養
に
必
要

な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
た
め
□
当
該
者
の
生
活

の
実
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
八
十
三
条 

療
養
の
給
付
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
一
部
負
担
金
の
額
又
は
療

養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
に

要
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養

費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
□
次
条
第
一

項
に
お
い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と

き
は
□
そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問

看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受

け
た
者
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
□
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
及

び
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  

□
新
設
□ 

  



 

五 

４ 

厚
生
労
働
大
臣
は
□
第
二
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
に
つ
い
て
立
案
を

行
う
場
合
に
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
そ
の
他

関
係
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
□ 

  

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
八
十
四
条 

一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ

れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□

並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ
ス
利
用

者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
□
て

は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ

□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得

た
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の

額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療

養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者

に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

□
新
設
□ 

    

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
八
十
四
条 

一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ

れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□

並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ
ス
利
用

者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
□
て

は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ

□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得

た
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の

額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療

養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者

に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用

す
る
□ 

 

 
 

 
 



  

六 

○
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
□
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
□
□
第
三
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
六
十
条
の
二 

療
養
の
給
付
に
つ
き
支
払
わ
れ
た
第
五
十
五
条
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
□
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号

の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
□
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
□
の
額
又
は

療
養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要
し

た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
□

療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
次
条
第

一
項
に
お
い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で
あ
る

と
き
は
□
そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪

問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を

受
け
た
者
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療
養

に
必
要
な
費
用
そ
の
他
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響

及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
必
要
か
つ
適
切
な
受
診
に
与
え
る

影
響
並
び
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

３ 

前
項
の
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療
養
に
必
要

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
六
十
条
の
二 

療
養
の
給
付
に
つ
き
支
払
わ
れ
た
第
五
十
五
条
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
□
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号

の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
□
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
□
の
額
又
は

療
養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要
し

た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
□

療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
次
条
第

一
項
に
お
い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で
あ
る

と
き
は
□
そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪

問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を

受
け
た
者
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
は
□
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
及
び

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  

□
新
設
□ 



 

七 

な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
た
め
□
当
該
者
の
生
活

の
実
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

４ 

財
務
大
臣
は
□
第
二
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
に
つ
い
て
立
案
を
行
う

場
合
に
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
そ
の
他
関
係

者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
□ 

  

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
六
十
条
の
三 

一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給

さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金

額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ
ス

利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
及
び
同
法
第

六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項

の
高
額
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支

給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ

る
と
き
は
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併

用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪

問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支

給
す
る
□ 

２ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

  

□
新
設
□ 

    

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
六
十
条
の
三 

一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給

さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金

額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ
ス

利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
及
び
同
法
第

六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項

の
高
額
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支

給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ

る
と
き
は
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併

用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪

問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支

給
す
る
□ 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用

す
る
□ 



  

八 

 
 

 
 

 
 



 

九 

○
国
民
健
康
保
険
法
□
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
□
□
第
四
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
五
十
七
条
の
二 
市
町
村
及
び
組
合
は
□
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
支
払
わ
れ

た
一
部
負
担
金
の
額
又
は
療
養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
次
項

に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ

き
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支

給
さ
れ
る
差
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
□
次
条
第
一
項
に
お
い
て
□
一

部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□
世
帯
主
又

は
組
合
員
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□
た
だ
し
□
当
該
療
養
に
つ

い
て
療
養
の
給
付
□
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
□
療
養
費
の
支
給
□
訪
問

看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
又
は
第
五
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
差
額
の
支
給
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療

養
に
必
要
な
費
用
そ
の
他
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影

響
及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
必
要
か
つ
適
切
な
受
診
に
与
え

る
影
響
並
び
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
五
十
七
条
の
二 

市
町
村
及
び
組
合
は
□
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
支
払
わ
れ

た
一
部
負
担
金
の
額
又
は
療
養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
次
項

に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ

き
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支

給
さ
れ
る
差
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
□
次
条
第
一
項
に
お
い
て
□
一

部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□
世
帯
主
又

は
組
合
員
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□
た
だ
し
□
当
該
療
養
に
つ

い
て
療
養
の
給
付
□
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
□
療
養
費
の
支
給
□
訪
問

看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
又
は
第
五
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
差
額
の
支
給
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
□
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
及

び
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  



  

一
〇 

３ 

前
項
の
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療
養
に
必
要

な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
た
め
□
当
該
者
の
生
活

の
実
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

４ 

厚
生
労
働
大
臣
は
□
第
二
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
に
つ
い
て
立
案
を

行
う
場
合
に
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
そ
の
他

関
係
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
□ 

  

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
五
十
七
条
の
三 

市
町
村
及
び
組
合
は
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一

項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費

が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
及

び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担

額
□
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□

当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き

は
□
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
□

た
だ
し
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
□
保
険
外
併
用
療

養
費
の
支
給
□
療
養
費
の
支
給
□
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
特
別

療
養
費
の
支
給
又
は
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
額
の
支
給
を
受

け
な
か
つ
た
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

□
新
設
□ 

  

□
新
設
□ 

    

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
五
十
七
条
の
三 

市
町
村
及
び
組
合
は
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一

項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費

が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
及

び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担

額
□
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□

当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き

は
□
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
□

た
だ
し
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
□
保
険
外
併
用
療

養
費
の
支
給
□
療
養
費
の
支
給
□
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
特
別

療
養
費
の
支
給
又
は
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
額
の
支
給
を
受

け
な
か
つ
た
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 



 

一
一 

２ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用

す
る
□ 

 
 

  
 



  

一
二 

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
□
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
□
□
第
五
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
六
十
二
条
の
二 
療
養
の
給
付
に
つ
き
支
払
わ
れ
た
第
五
十
七
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
□
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一

号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
□
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
□
の
額
又

は
療
養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要

し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養

費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
次

条
第
一
項
に
お
い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で

あ
る
と
き
は
□
そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□

訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給

を
受
け
た
者
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療
養

に
必
要
な
費
用
そ
の
他
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響

及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
必
要
か
つ
適
切
な
受
診
に
与
え
る

影
響
並
び
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

３ 

前
項
の
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療
養
に
必
要

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
六
十
二
条
の
二 

療
養
の
給
付
に
つ
き
支
払
わ
れ
た
第
五
十
七
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
□
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一

号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
□
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
□
の
額
又

は
療
養
□
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要

し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養

費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
次

条
第
一
項
に
お
い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著
し
く
高
額
で

あ
る
と
き
は
□
そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□

訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給

を
受
け
た
者
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
は
□
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
及
び

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  

□
新
設
□ 



 

一
三 

な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
た
め
□
当
該
者
の
生
活

の
実
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

４ 

主
務
大
臣
は
□
第
二
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
に
つ
い
て
立
案
を
行
う

場
合
に
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
そ
の
他
関
係

者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
□ 

  

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
六
十
二
条
の
三 

一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支

給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た

金
額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ

ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
及
び
同
法

第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同

項
の
高
額
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該

支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で

あ
る
と
き
は
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外

併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族

訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を

支
給
す
る
□ 

２ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

  

□
新
設
□ 

    

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
六
十
二
条
の
三 

一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支

給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た

金
額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ

ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
及
び
同
法

第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同

項
の
高
額
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該

支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で

あ
る
と
き
は
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外

併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
□
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族

訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を

支
給
す
る
□ 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用

す
る
□ 



  

一
四 

 

 
 

 
 



 

一
五 

○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
□
□
第
六
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
八
十
四
条 

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
□
療
養
の
給
付
に
つ
き
支
払
わ

れ
た
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
の
額
又
は
療
養
□
食
事
療
養
及

び
生
活
療
養
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要
し
た
費
用
の
額

か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪

問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
若
し
く
は
第

五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
差
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除

し
た
額
□
次
条
第
一
項
に
お
い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著

し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□
そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養

費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た

被
保
険
者
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療

養
に
必
要
な
費
用
そ
の
他
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影

響
及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
必
要
か
つ
適
切
な
受
診
に
与
え

る
影
響
並
び
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

３ 

前
項
の
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
の
療
養
に
必
要

な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
た
め
□
当
該
者
の
生
活

 

□
高
額
療
養
費
□ 

第
八
十
四
条 

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
□
療
養
の
給
付
に
つ
き
支
払
わ

れ
た
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
の
額
又
は
療
養
□
食
事
療
養
及

び
生
活
療
養
を
除
く
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
要
し
た
費
用
の
額

か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
□
療
養
費
□
訪

問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
若
し
く
は
第

五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
差
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除

し
た
額
□
次
条
第
一
項
に
お
い
て
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
と
い
う
□
□
が
著

し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
□
そ
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養

費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た

被
保
険
者
に
対
し
□
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
□
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し

て
必
要
な
事
項
は
□
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
及

び
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  

□
新
設
□ 

 



  

一
六 

の
実
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

４ 
厚
生
労
働
大
臣
は
□
第
二
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
に
つ
い
て
立
案
を

行
う
場
合
に
は
□
長
期
に
わ
た
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
そ
の
他

関
係
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
□ 

  

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
八
十
五
条 

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条

第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に

相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ

ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□

及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負

担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る

と
き
は
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用

療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
を
受

け
た
被
保
険
者
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

 

□
新
設
□ 

    

□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
□ 

第
八
十
五
条 

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
□
一
部
負
担
金
等
の
額
□
前
条

第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
に

相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
介
護
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
サ
□
ビ

ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□

及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
利
用
者
負

担
額
□
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
□
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
□
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る

と
き
は
□
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用

療
養
費
□
療
養
費
□
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
を
受

け
た
被
保
険
者
に
対
し
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
□ 

２ 
前
条
第
二
項
の
規
定
は
□
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用

す
る
□ 

 
 

 


